
                                

労働者派遣法に基づく情報公開  

事業所名称  ：本社  

事業所所在地  ：東京都千代田区神田相生町1番地  

① 派遣労働者の数（2025年6月1日付） 235人  
② 派遣先事業所の数  16件  
③ 派遣料金の平均額（8時間当たりの額） 25,442円  
④ 派遣労働者賃金の平均額（8時間当たりの額） 15,979円  
⑤ マージン率  37.2％ 

※マージンには、派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、 
福利厚生費や教育訓練費なども含まれています 

⑥ 教育訓練に関する事項  ・導入研修（ビジネスマナー、安全衛生教育等） 
・機密管理研修  
・電話対応研修  
・eラーニング研修（キャリアアップ支援） 

⑦ その他参考と認められる事項  ・健康保険・厚生年金・雇用保険加入  
（上記社会保険は法律の定めに従って適用します） 
・年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業  

⑧ 労働者派遣第30条の4第1項の労使協定に 
関する事項  

・労使協定を締結しているか否か：締結している 
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲：全派遣労働者  
・労使協定の終期：2027年3月31日  

※②～⑤の対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日  


